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(57)【要約】
【課題】目的地とする施設が特定の規制領域内の施設で
あるか否かに応じて最適な経路を案内することが可能な
「車載用ナビゲーション装置及び経路案内方法」を提供
すること。
【解決手段】車載用ナビゲーション装置は、表示手段と
、情報入力手段と、所定の条件を満たした車両だけが通
行可能であることを示す規制領域の情報を含む地図デー
タが格納された地図データ記憶手段と、自車両が規制領
域を通行可能か否かを示す通行可否情報が格納された記
憶手段と、目的地までの誘導経路を探索する制御手段と
を備える。制御手段は自車両が規制領域内を走行不可の
車両であると判定したときに、目的地が規制領域の外部
に位置するときは、規制領域に進入しない経路を探索し
て経路案内を行い、目的地が規制領域の内部に位置する
ときは、規定領域の外部までの経路案内を行うか、又は
、規制領域の内部では車両によらずに目的地まで到達す
る経路を探索して経路案内を行う。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段と、
　ユーザが指示する情報を入力する情報入力手段と、
　所定の条件を満たした車両だけが通行可能であることを示す規制領域の情報を含む地図
データが格納された地図データ記憶手段と、
　自車両が前記規制領域を通行可能か否かを示す通行可否情報が格納された記憶手段と、
　前記情報入力手段を介して取得した目的地までの誘導経路を前記地図データを基に探索
する制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記通行可否情報により自車両が前記規制領域内を走行不可の車両で
あると判定したときに、前記目的地が前記規制領域の外部に位置するときは、前記規制領
域に進入しない経路を探索して経路案内を行い、前記目的地が前記規制領域の内部に位置
するときは、前記目的地まで探索した経路のうち前記規定領域の外部までの経路案内を行
うか、又は、前記規制領域の内部では車両によらずに前記目的地まで到達する経路を探索
して経路案内を行うことを特徴とする車載用ナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、所定の
条件を満たす前記規制領域の外部の駐車場が検索されたときに、当該駐車場から前記目的
地までの歩行経路を探索して前記目的地までの案内を行うことを特徴とする請求項１に記
載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項３】
　前記所定の条件は、前記駐車場から前記目的地までの距離が所定の距離以下、又は、前
記駐車場から前記目的地までの徒歩による所要時間が所定の時間以下であることを特徴と
する請求項２に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記所定の条件を満たす前記規制領域の外部の駐車場が存在しなかっ
たとき、前記目的地又は前記目的地付近まで移動可能な公共交通機関を検索するとともに
、当該公共交通機関を利用時に使用する前記規制領域の外部の駐車場を検索して、前記目
的地までの案内を行うことを特徴とする請求項３に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、その旨
を報知することを特徴とする請求項１に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、前記規
制領域の内部の経路案内表示を行わないことを特徴とする請求項５に記載の車載用ナビゲ
ーション装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、前記規
制領域の内部の経路表示を前記規制領域の外部の経路表示と異なる態様で表示させること
を特徴とする請求項５に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記規制領域は、所定の排気ガス基準を満たした車両が通行可能な環境ゾーンであるこ
とを特徴とする請求項１に記載の車載用ナビゲーション装置。
【請求項９】
　表示手段と、ユーザが指示する情報を入力する情報入力手段と、所定の条件を満たした
車両だけが通行可能であることを示す規制領域の情報を含む地図データが格納された地図
データ記憶手段と、自車両が前記規制領域を通行可能か否かを示す通行可否情報が格納さ
れた記憶手段と、を備えた車載用ナビゲーション装置において行われる経路案内方法であ
って、
　前記情報入力手段を介して目的地を取得するステップと、
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　当該目的地が前記規制領域の外部に位置するか内部に位置するかを判定するステップと
、
　自車両が前記規制領域の内部の走行を許可されている車両か否かを判定するステップと
、
　前記自車両が前記規制領域の内部を走行不可であると判定し、かつ、前記目的地が前記
規制領域の外部に位置すると判定したとき、前記規制領域の内部に進入しない経路で前記
規制領域の外部に位置する目的地までの経路を探索するステップと、
　前記自車両が前記規制領域の内部を走行不可であると判定し、かつ、前記目的地が前記
規制領域の内部に位置すると判定したとき、前記規制領域の内部を車両又は車両以外の手
段を利用して前記規制領域の内部に位置する目的地までの経路を探索するステップと、
　前記探索された経路に従って経路案内を行うステップと、
　を有することを特徴とする経路案内方法。
【請求項１０】
　前記車両以外の手段を利用して規制領域の内部に位置する目的地までの経路を探索する
ステップは、
　所定の条件を満たす前記規制領域の外部の駐車場を検索するステップと、
　当該駐車場から前記目的地までの歩行経路を探索するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項９に記載の経路案内方法。
【請求項１１】
　前記所定の条件は、前記駐車場から前記目的地までの距離が所定の距離以下、又は、前
記駐車場から前記目的地までの徒歩による所要時間が所定の時間以下であることを特徴と
する請求項１０に記載の経路案内方法。
【請求項１２】
　前記所定の条件を満たす前記規制領域の外部の駐車場が検索されなかったときは、
　前記目的地又は前記目的地付近まで移動可能な公共交通機関を検索するステップと、
　当該公共交通機関を利用時に使用する前記規制領域の外部の駐車場を検索するステップ
と、
　を含むことを特徴とする請求項１２に記載の経路案内方法。
【請求項１３】
　前記車両を利用して規制領域の内部に位置する目的地までの経路を探索するステップで
は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置する旨を報知し、
　前記経路案内を行うステップでは、前記規制領域の外部の経路案内表示を行い、前記規
制領域の内部の経路案内表示は行わないことを特徴とする請求項９に記載の経路案内方法
。
【請求項１４】
　前記車両を利用して規制領域の内部に位置する目的地までの経路を探索するステップで
は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置する旨を報知し、
　前記経路案内を行うステップでは、前記規制領域の外部の経路案内表示を行い、前記規
制領域の内部の経路案内表示を当該規制領域の外部の経路案内表示と異なる態様で表示す
ることを特徴とする請求項９に記載の経路案内方法。
【請求項１５】
　前記規制領域は、所定の排気ガス基準を満たした車両が通行可能な環境ゾーンであるこ
とを特徴とする請求項９に記載の経路案内方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、許可された車両だけが通行できる規制領域が存在するとき、目的地が規制領
域の内部か外部か、及び、車両が規制領域を通行可能か否かに応じて適切な経路案内を行
う機能を備えた車載用ナビゲーション装置及び経路案内方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の典型的な車載用ナビゲーション装置は、ナビゲーションに係る一切の処理を制御
するＣＰＵ等の制御装置、地図データを予め記憶させたＤＶＤ(Digital Versatile Disk)
－ＲＯＭやＩＣメモリカード等の記憶装置、表示装置、ＧＰＳ(Global Positioning Syst
em)受信機、ジャイロや車速センサ等の車両の現在位置及び現在方位を検出する検出装置
等を有している。そして、制御装置により、車両の現在位置を含む地図データを記憶装置
から読み出し、該地図データに基づいて車両位置の周囲の地図画像を表示装置の画面に表
示すると共に、自車の現在位置を指示する車両位置マークを地図画像に重ね合わせて表示
し、車両の移動に応じて地図画像をスクロール表示したり、地図画像を画面に固定し車両
位置マークを移動させたりして、車両が現在どこを走行しているのかを一目で判るように
している。
【０００３】
　また、車載用ナビゲーション装置には、通常、ユーザが目的地に向けて道路を間違うこ
となく容易に走行できるように案内する機能（経路誘導機能）が搭載されている。この経
路誘導機能によれば、制御装置により、地図データを用いて出発地（典型的には自車の現
在位置）から目的地までを結ぶ最適な経路（典型的にはコストが最も低い経路）を、横型
探索法やダイクストラ法等のシミュレーション計算を行って自動探索し、その探索した経
路を誘導経路として記憶しておき、走行中、地図画像上にその誘導経路を他の道路とは識
別可能に（例えば、色を変えたり、線幅を太くして）表示したり、また、自車が誘導経路
上で進路を変更すべき交差点まで所定距離に近づいたときに、地図画像上にその交差点の
案内図（交差点拡大図、該交差点での進行方向を示す矢印、該交差点までの距離、交差点
名など）を表示したりすることで、いずれの道路を走行すればよいか、また、交差点でど
の方向に進んだらよいかをユーザが把握できるようになっている。
【０００４】
　このような経路探索では、有料道路優先にするのか一般道路優先にするのか等の各種検
索条件を基に経路探索をしたり、ユーザの指定した検索条件に加えて、交通渋滞や道路工
事中の区間を回避する等のさまざまな道路状況に対応した探索が行われている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、目的地周辺の駐車場に向けて走行中に渋滞が発生したとき、
駐車場から目的地へ徒歩で行く時間も考慮して、駐車場までの走行予想時間と駐車場から
目的地への徒歩予想時間の合計時間が最短となる駐車場と誘導経路を提示したり、渋滞に
巻き込まれたときに、目的地まで歩いた方が早く着くときにはその案内をすることが記載
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３６１３２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述したように、誘導経路の探索は、さまざまな条件や道路状況を考慮して行われてい
る。このような道路の走行を制限する一例として、排気ガスに含まれる有害物質による人
体への影響を軽減する目的で、所定の地域を通行できる車両を制限することが行われてい
る。例えば、ドイツでは、車両から排出される有害物質を大幅に減らすことを目的として
、「環境ゾーン」規制が導入されている。この「環境ゾーン」規制は、有害物質排ガス量
に基づき、赤・黄・緑のステッカーのいずれかを車両に表示し、これらのステッカーが表
示されている車両だけが「環境ゾーン」を通行可能とするものである。
【０００８】
　現状では、「環境ゾーン」内の施設を目的地として設定した場合であっても、上記した
ような経路探索が行われ、その施設までの経路案内が行われている。従って、目的の施設



(5) JP 2011-252754 A 2011.12.15

10

20

30

40

50

が「環境ゾーン」内に存在するときは、経路案内に従って車両を走行中、「環境ゾーン」
に入ることを示す標識等で初めて車両が進入できないこと認識することになる。そのため
、改めて目的地を変更するなどの操作を行うことが必要となるだけでなく、いずれの道路
を走行すればよいか迷ってしまい、安全走行に支障をきたすおそれがある。
【０００９】
　また、環境ゾーンへ進入できない車両しか所有していないユーザが、環境ゾーン内の施
設を利用しなければならないときがある。そのようなとき、環境ゾーン内の目的地まで経
路案内をすることができたとしても、環境ゾーンへは車両を乗り入れることができないた
め、ユーザが目的地まで到達することは困難である。
【００１０】
　本発明は、かかる従来技術の課題に鑑みなされたものであり、目的地とする施設が特定
の規制領域内の施設であるか否かに応じて最適な経路を案内することが可能な車載用ナビ
ゲーション装置及び経路案内方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した従来技術の課題を解決するため、本発明の基本形態によれば、表示手段と、ユ
ーザが指示する情報を入力する情報入力手段と、所定の条件を満たした車両だけが通行可
能であることを示す規制領域の情報を含む地図データが格納された地図データ記憶手段と
、自車両が前記規制領域を通行可能か否かを示す通行可否情報が格納された記憶手段と、
前記情報入力手段を介して取得した目的地までの誘導経路を前記地図データを基に探索す
る制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記通行可否情報により自車両が前記規制領域
内を走行不可の車両であると判定したときに、前記目的地が前記規制領域の外部に位置す
るときは、前記規制領域に進入しない経路を探索して経路案内を行い、前記目的地が前記
規制領域の内部に位置するときは、前記目的地まで探索した経路のうち前記規定領域の外
部までの経路案内を行うか、又は、前記規制領域の内部では車両によらずに前記目的地ま
で到達する経路を探索して経路案内を行うことを特徴とする車載用ナビゲーション装置が
提供される。
【００１２】
　この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、前記制御手段は、前記目的地が前
記規制領域の内部に位置すると判定したとき、所定の条件を満たす前記規制領域の外部の
駐車場が検索されたときに、当該駐車場から前記目的地までの歩行経路を探索して前記目
的地までの案内を行うようにしてもよく、前記所定の条件は、前記駐車場から前記目的地
までの距離が所定の距離以下、又は、前記駐車場から前記目的地までの徒歩による所要時
間が所定の時間以下であるようにしてもよく、前記制御手段は、前記所定の条件を満たす
前記規制領域の外部の駐車場が存在しなかったとき、前記目的地又は前記目的地付近まで
移動可能な公共交通機関を検索するとともに、当該公共交通機関を利用時に使用する前記
規制領域の外部の駐車場を検索して、前記目的地までの案内を行うようにしてもよい。
【００１３】
　また、この形態に係る車載用ナビゲーション装置において、前記制御手段は、前記目的
地が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、その旨を報知するようにしてもよく
、前記制御手段は、前記目的地が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、前記規
制領域の内部の経路案内表示を行わないようにしてもよく、前記制御手段は、前記目的地
が前記規制領域の内部に位置すると判定したとき、前記規制領域の内部の経路表示を前記
規制領域の外部の経路表示と異なる態様で表示させるようにしてもよい。
【００１４】
　また、本発明の他の形態によれば、表示手段と、ユーザが指示する情報を入力する情報
入力手段と、所定の条件を満たした車両だけが通行可能であることを示す規制領域の情報
を含む地図データが格納された地図データ記憶手段と、自車両が前記規制領域を通行可能
か否かを示す通行可否情報が格納された記憶手段と、を備えた車載用ナビゲーション装置
において行われる経路案内方法であって、前記情報入力手段を介して目的地を取得するス
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テップと、当該目的地が前記規制領域の外部に位置するか内部に位置するかを判定するス
テップと、自車両が前記規制領域の内部の走行を許可されている車両か否かを判定するス
テップと、前記自車両が前記規制領域の内部を走行不可であると判定し、かつ、前記目的
地が前記規制領域の外部に位置すると判定したとき、前記規制領域の内部に進入しない経
路で前記規制領域の外部に位置する目的地までの経路を探索するステップと、前記自車両
が前記規制領域の内部を走行不可であると判定し、かつ、前記目的地が前記規制領域の内
部に位置すると判定したとき、前記規制領域の内部を車両又は車両以外の手段を利用して
前記規制領域の内部に位置する目的地までの経路を探索するステップと、前記探索された
経路に従って経路案内を行うステップと、を有することを特徴とする経路案内方法が提供
される。
【００１５】
　この形態に係る経路案内方法において、前記車両以外の手段を利用して規制領域の内部
に位置する目的地までの経路を探索するステップは、所定の条件を満たす前記規制領域の
外部の駐車場を検索するステップと、当該駐車場から前記目的地までの歩行経路を探索す
るステップと、を含むようにしてもよく、前記所定の条件は、前記駐車場から前記目的地
までの距離が所定の距離以下、又は、前記駐車場から前記目的地までの徒歩による所要時
間が所定の時間以下であるようにしてもよく、前記所定の条件を満たす前記規制領域の外
部の駐車場が検索されなかったときは、前記目的地又は前記目的地付近まで移動可能な公
共交通機関を検索するステップと、当該公共交通機関を利用時に使用する前記規制領域の
外部の駐車場を検索するステップと、を含むようにしてもよい。
【００１６】
　また、この形態に係る経路案内方法において、前記車両を利用して規制領域の内部に位
置する目的地までの経路を探索するステップでは、前記目的地が前記規制領域の内部に位
置する旨を報知し、前記経路案内を行うステップでは、前記規制領域の外部の経路案内表
示を行い、前記規制領域の内部の経路案内表示は行わないようにしてもよく、前記車両を
利用して規制領域の内部に位置する目的地までの経路を探索するステップでは、前記目的
地が前記規制領域の内部に位置する旨を報知し、前記経路案内を行うステップでは、前記
規制領域の外部の経路案内表示を行い、前記規制領域の内部の経路案内表示を当該規制領
域の外部の経路案内表示と異なる態様で表示するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の車載用ナビゲーション装置及び経路案内方法によれば、自車両が「環境ゾーン
」等の規制領域内を走行不可のときに、目的地が規制領域の内部に位置するか外部に位置
するかに応じた経路探索を行うようにしている。例えば、目的地が規制領域の外部に位置
するときは、規制領域内の走行を回避するように経路探索を行い、目的地が規制領域内に
位置するときには、規制領域内の車両走行による経路案内は行わず、その代わりに徒歩や
公共交通機関を利用した経路案内を行うようにしている。
【００１８】
　これにより、自車両が規制領域を通行不可の車両のときに誤って規制領域内に進入する
ことを防止できるとともに、目的地が規制領域の内部又は外部のいずれに位置する場合で
あっても適切に目的地までのルート案内を行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態に係る車載用ナビゲーション装置の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】規制領域である「環境ゾーン」の一例を示す図である。
【図３】自車両が規制領域を通行可能か否かを示す情報の設定メニュー例である。
【図４】規制領域を考慮した経路案内処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】目的地が環境ゾーンの外部に位置するときの経路表示の一例を示す図である。
【図６】目的地が規制領域の内部の位置するときの経路案内処理の一例を示すフローチャ
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ート（その１）である。
【図７】目的地が規制領域の内部に位置するときに経路表示をするか否かを設定するメニ
ューの一例である。
【図８】目的地が規制領域の内部に位置するときの確認画面及び案内経路の表示例を示す
図である。
【図９】目的地が規制領域の内部に位置するときの経路案内処理の一例を示すフローチャ
ート（その２）である。
【図１０】検索条件の設定メニューを示す図である。
【図１１】目的地が規制領域の内部に位置するときの、所定の条件毎の最適経路の計算結
果及び選択画面を示す図である。
【図１２】目的地が規制領域の内部に位置するときの車両以外の手段による案内経路の表
示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００２１】
　（車載用ナビゲーション装置の構成）
　図１は本発明の実施形態に係る車載用ナビゲーション装置１００の構成を示すブロック
図である。
【００２２】
　図中、１はＤＶＤドライブであり、１ａは地図データその他の案内データが記憶されて
いる記憶媒体である。本実施形態では、このようなデータを記憶する記憶媒体としてＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ１ａを使用しているが、ハードディスク又はその他の記憶媒体を使用してもよ
い。ここに格納されている地図は、１／１２５００、１／２５０００、１／５００００、
１／１０００００等の各縮尺レベルに応じて適当な大きさの経度幅及び緯度幅に区切られ
ており、この地図に含まれる道路、建築物、施設その他の各種物件は、経度及び緯度で表
現された点（ノード）の座標集合として記憶されている。地図データは、（１）道路リン
クデータ、交差点データ、ノードデータ等からなる道路レイヤ、（２）地図画像上に道路
、建築物、公園、河川等を表示するための背景レイヤ、（３）市町村名などの行政区画名
、道路名、交差点名などを指示する文字や地図記号等を表示するための文字・記号レイヤ
などから構成されている。
【００２３】
　道路レイヤにおいて、道路リンクデータは各道路の属性情報を供給するものであり、道
路を構成するリンク毎に道路の種別（国道、高速道路、都道府県道、その他の道路）、道
路ネットワークの階層化レベル、リンクを構成するノードの数、道路番号（道路名称）、
各ノードを接続するリンクの幅などのデータで構成される。交差点データは、交差点に結
合されたリンク上のノードのうち交差点に最も近いノードのセットである。ノードデータ
は、道路を構成するすべてのノードのリストであり、各ノードに対する位置情報やノード
が交差点か交差点でないかを識別する情報等で構成される。
【００２４】
　また、本実施形態では、歩行者用のナビゲーションを行うために、歩行者専用の道路や
車両が進入できない公園内や駅前広場の通路、歩道橋などの歩行者用データを含んでいる
。
【００２５】
　また、２はナビゲーション装置本体１０を操作するための操作ボタン等が設けられた操
作部である。本実施形態では、操作部２にリモコン送信機が含まれており、ユーザは手元
のリモコン送信機でナビゲーション装置本体１０を操作することもできる。
【００２６】
　また、３は複数のＧＰＳ衛星から送られてくるＧＰＳ信号を受信して車両の現在位置の
経度、緯度、ＰＤＯＰ(Position DOP)値及びＨＤＯＰ(Horizontal DOP)値等のＧＰＳデー
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タを生成して出力するＧＰＳ受信機を示す。４は自立航法センサを示す。この自立航法セ
ンサ４は、車両回転角度を検出するジャイロ等の角度センサと、一定の走行距離毎にパル
スを発生する走行距離センサとにより構成されている。
【００２７】
　また、５は各種のサービスセンタと通信するための車載電話機等の通信機、６は電波ビ
ーコン又は光ビーコンから送られてくるＶＩＣＳ（登録商標）（道路交通情報通信システ
ム）情報を受信するＶＩＣＳ受信機を示す。これらのビーコンは路側に設置され、警察署
、道路管理者及び統合センターに接続され、周辺の渋滞情報等を提供する。
【００２８】
　また、７は液晶パネル等の表示部であり、ナビゲーション装置本体１０は、この表示部
７に車両の現在位置の周囲の地図を表示したり、出発地から目的地までの誘導経路や車両
マーク及びその他の案内情報を表示する。表示部７はその画面上にタッチパネルが設けら
れ、表示画面の表示内容と対になった各種のボタンが構成される。また、タッチパネルは
これら各種のボタンで示されるメニュー等を選択するための入力装置となる。８は音声に
よりユーザに案内情報を提供するためのスピーカーである。
【００２９】
　ナビゲーション装置本体１０は以下のものから構成されている。１１はＤＶＤドライブ
１を介してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａから読み出された地図データを一時的に格納するバッファ
メモリを示す。
【００３０】
　１２はマイクロコンピュータにより構成される制御部を示す。制御部１２は、ナビゲー
ション用のプログラムを内蔵しており、このプログラムに従い、ＧＰＳ受信機３から出力
される信号や、自立航法センサ４から出力される信号に基づいて自車の現在位置を算出し
たり、表示させたい地図のデータをＤＶＤドライブ１を介してＤＶＤ－ＲＯＭ１ａからバ
ッファメモリ１１に読み出したり、バッファメモリ１１に読み出された地図データを用い
て設定された探索条件で出発地から目的地までの誘導径路を探索するなど、種々の処理を
実行する。また、後述するように、自車両が特定の規制領域内の走行が許可されているか
否かを判定し、許可されていない場合に、目的地が規制領域の外部に存在するか内部に存
在するかに応じて、最適な誘導経路を探索する。
【００３１】
　１３はバッファメモリ１１に読み出された地図データを用いて地図画像を生成する地図
描画部、１４は動作状況に応じた各種メニュー画面（操作画面）や車両位置マーク及びカ
ーソル等の各種マークを生成する操作画面・マーク発生部である。
【００３２】
　１５は制御部１２で探索した誘導経路を記憶する誘導経路記憶部、１６は誘導経路を描
画する誘導経路描画部を示す。誘導経路記憶部１５には、制御部１２によって探索された
誘導経路の全ノードが出発地から目的地まで記憶される。誘導経路描画部１６は、地図を
表示する際に、誘導経路記憶部１５から誘導経路情報を読み出して、誘導経路を他の道路
とは異なる色及び線幅で描画する。
【００３３】
　１７は、制御部１２に接続されたＥＥＰＲＯＭ等のメモリからなる記憶部であり、特定
の規制領域の情報や、周辺施設検索で検索された施設の情報が一時格納される。また、公
共交通機関である鉄道路線のデータが格納されている。鉄道路線のデータとして、各路線
の各駅の位置情報や、運行時刻のデータ（時刻表データ）が含まれている。
【００３４】
　１８は音声出力部を示し、制御部１２からの信号に基づいて音声信号をスピーカー８に
供給する。１９は画像合成部を示し、地図描画部１３で描画された地図画像に、操作画面
・マーク発生部１４で生成した各種マークや操作画面、誘導経路描画部１６で描画した誘
導経路などを重ね合わせて表示部７に出力する。
【００３５】
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　このように構成された車載用ナビゲーション装置１００において、その基本的な動作と
して、制御部１２は、ＧＰＳ受信機３で受信したＧＰＳ信号と自立航法センサ４から入力
した信号とに基づいて自車の現在位置を検出する。そして、ＤＶＤドライブ１を介してＤ
ＶＤ－ＲＯＭ１ａから自車周囲の地図データを読み出してバッファメモリ１１に格納する
。地図描画部１３は、バッファメモリ１１に読み出された地図データに基づいて地図画像
を生成し、画像合成部１９を介して表示部７の画面上に自車周囲の地図画像を表示する。
【００３６】
　また、制御部１２は、自車の移動に伴ってＧＰＳ受信機３及び自立航法センサ４から入
力した各信号に基づいて自車の現在位置を検出し、その検出結果に応じて、表示部７の画
面上に表示された地図画像に車両位置マークを重ね合わせて表示し、自車の移動に伴って
車両位置マークを移動させたり、地図画像をスクロール表示する。
【００３７】
　さらに、ユーザが操作部２を操作して目的地及びその他必要な情報（目的地に至る途中
の経由地の情報等）を設定すると、制御部１２は、ＧＰＳ受信機３及び自立航法センサ４
からの各信号に基づいて検出した自車の現在位置を出発地とし、出発地から目的地までの
通行コストが最も低い経路をＤＶＤ-ＲＯＭ１ａの地図データを用いて探索する。そして
、探索により得られた経路を誘導経路として誘導経路記憶部１５に格納し、誘導経路描画
部１６及び画像合成部１９を介して表示部７に対し、画面上の地図画像に誘導経路を重ね
合わせて表示させる。このとき、誘導経路を、ユーザが識別しやすいように他の道路とは
異なる表示態様（例えば、線幅を太くしたり、目立つ色で表示したりするなど）で表示さ
せる。このように制御部１２は、自車の走行に伴って適宜案内情報を出力し、自車を目的
地まで誘導経路に沿って走行するように案内する。
【００３８】
　このように構成された車載用ナビゲーション装置１００における、規制領域を考慮した
経路探索処理について図２から図１２を参照して説明する。まず、図２を用いて、「環境
ゾーン」などの規制領域について説明する。次に、図３を用いて、自車両が規制領域内の
通行を許可される車両か否かの指標の設定について説明する。次に、図４から図１２を用
いて、目的地が規制領域の外部及び内部に存在する場合の経路案内処理について説明する
。
【００３９】
　図２（ａ）は、ドイツの都市２１において「環境ゾーン」に指定された規制領域２２の
一例を示している。「環境ゾーン」は、その領域２２を通行可能な車両は、排気ガス基準
に応じて規制されている。排気ガス基準を満たすことによって、環境ゾーンを通行可能で
あることを示す通行許可ステッカーを車両に貼付するようにしている。例えば、１９９７
年１月１日以前に登録した車両には許可ステッカーがなく、環境ゾーンを走行することが
できない。また、１９９７年１月１日から２０００年１２月３１日の期間に登録した車両
には赤色の許可ステッカーを貼付し、２００１年１月１日から２００５年１２月３１日の
期間に登録した車両には黄色の許可ステッカーを貼付し、２００６年１月１日以降に登録
した車両には緑色の許可ステッカーを貼付するようにしている。
【００４０】
　図２（ｂ）は、赤色の通行許可ステッカー２３、黄色の通行許可ステッカー２４、及び
緑色の通行許可ステッカー２５の例を示している。図２（ｂ）の各通行許可ステッカーは
、斜線又は横線で表示しているが、実際には、それぞれ該当する色で表示されている。
【００４１】
　図２（ｃ）及び図２（ｄ）は、環境ゾーン標識を示している。環境ゾーンであることを
示す標識２６と環境ゾーンを走行可能な車両を示す標識（２７ａ，２７ｂ）によって、運
転者に注意を喚起している。図２（ｃ）は、図２（ａ）の領域２２が環境ゾーンであるこ
とを示し、その環境ゾーンへは赤色、黄色、緑色の通行許可ステッカーを貼付した車両が
走行できることを示している。また、図２（ｄ）は、図２（ａ）の領域２２が環境ゾーン
であることを示し、その環境ゾーンへは、緑色の通行許可ステッカーを貼付した車両だけ
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が走行できることを示している。
【００４２】
　この環境ゾーン（規制領域）は、排気ガス基準等によって複数のレベルに分類されるも
のとする。例えば、赤色の通行許可ステッカーを貼付した車両が通行可能な領域は規制レ
ベル２の領域とし、黄色の通行許可ステッカーを貼付した車両が通行可能な領域は規制レ
ベル３及び規制レベル２の領域とし、緑色の通行許可ステッカーを貼付した車両が通行可
能な領域は規制レベル４、規制レベル３及び規制レベル２の領域とする。
【００４３】
　図３は、車両の規制領域通行可否情報の設定処理の一例を示した図である。図３（ａ）
の情報設定メニュー４１において“Setting”ボタン４２を選択すると、図３（ｂ）のセ
ッティングメニュー４３が表示される。このセッティングメニュー４３において、“Othe
r”ボタン４４を選択し、その中の“Environmental Zone”（環境ゾーン）ボタン４５を
選択すると、図３（ｃ）の通行許可ステッカーマーク選択画面４６が表示される。通行許
可ステッカーマーク選択画面４６では、３種類の通行許可ステッカーマークが表示されて
いる。これらの通行許可ステッカーマークのうち、自車両に貼付している通行許可ステッ
カーを選択する。
【００４４】
　選択された通行許可ステッカーの情報は規制領域通行可否指標に設定され、記憶部１７
に格納される。この設定では、選択された通行許可ステッカーの種類（排気ガス規制のレ
ベル）に応じた値を設定する。例えば、図３（ｃ）の通行許可ステッカーのうち選択され
た通行許可ステッカーに対応するレベル（例えば、赤色の場合はレベル２、黄色の場合は
レベル３、緑色の場合はレベル４）を設定する。なお、登録されるレベルは、自車両の環
境（規制）対応レベルとも呼ぶ。また、自車両が規制領域を通行できない場合は、規制領
域通行可否指標に“不可”を設定する。
【００４５】
　上記の一連の操作によって、自車両の規制対応レベルが設定される。
【００４６】
　なお、規制領域を通行可能か否かの情報は、車両を撮像可能なカメラを設け、そのカメ
ラによって車両を撮像した画像を解析して、通行許可ステッカーが貼付されているか否か
を検出することによって取得するようにしてもよい。
【００４７】
　図４は、規制領域である環境ゾーンを考慮した、制御部１２が行う経路案内処理の一例
を示すフローチャートである。
【００４８】
　まず、ステップＳ１１において、目的地を取得する。目的地は、例えば、表示部７に表
示されている地図上の地点を指定したり、目的地の住所を操作部２を介して入力すること
により取得する。
【００４９】
　次のステップＳ１２において、自車両が規制領域を通行可能か否かを示す情報を取得す
る。この情報は、図３に示した一連の操作によって記憶部１７に格納された通行許可ステ
ッカーの情報から取得する。
【００５０】
　次のステップＳ１３において、ステップＳ１１で取得した目的地が規制領域の内部に位
置するか外部に位置するかを判定する。目的地の位置データを参照し、規制領域内に位置
するか否かを判定することにより行う。規制領域の外部に位置するときはステップＳ１４
に移行し、規制領域の内部に位置するときはステップＳ１７に移行する。
【００５１】
　次のステップＳ１４において、自車両が規制領域内部を通行可か否かを判定する。ステ
ップＳ１２において取得した規制領域通行可否情報を基に判定する。環境ゾーンマークが
選択されたとき、自車両が規制領域を通行可能と判定される。一方、環境ゾーンマークが



(11) JP 2011-252754 A 2011.12.15

10

20

30

40

50

選択されないときは、自車両が規制領域を通行不可能と判定される。
【００５２】
　次のステップＳ１５では、自車両が規制領域内部を通行可能であるので、規制領域内部
の走行経路を含めて経路探索を行う。例えば、経路探索は出発地（車両の現在位置のノー
ド）から目的地のノードに至る経路のリンクコストを加算し、最もリンクコストの低い経
路を選択する。
【００５３】
　一方、ステップＳ１４において、自車両が規制領域内部を走行不可であると判定された
ときは、ステップＳ１８に移行し、規制領域内部の走行経路を回避して目的地までの経路
探索を行う。規制領域内部の走行経路を回避した経路探索は、規制領域の内部に含まれる
リンクを経路算出の対象からはずして行う。また、経路のコスト計算において、規制領域
内部に含まれるリンクについての経路コストを通常よりも大きくすることで、そのリンク
が設定経路に含まれにくくするようにしてもよい。
【００５４】
　図５は、目的地が規制領域の外部に位置するときの誘導経路探索の結果の一例を示した
図である。図５（ａ）は、自車両が規制領域内を通行可能な場合の経路探索結果であり、
図５（ｂ）は、自車両が規制領域内を通行不可の場合の経路探索結果を示している。
【００５５】
　図５において、規制領域の内側と外側を区別するため、規制領域内の道路は規制領域外
の道路と異なる態様で表示する。図５では、規制領域内に存在する道路５２を二重線で表
示しているが、例えば、規制領域外の道路と異なる色で表示するようにしてもよい。また
、図２（ａ）に示したように、規制領域内外の境界がわかるように境界線を表示するよう
にしてもよい。
【００５６】
　また、図５では、自車位置ＣＭは規制領域の外部に位置し、目的地Ｇが規制領域をはさ
んで自車位置ＣＭと反対側に位置している。
【００５７】
　図５（ａ）は、ステップＳ１５における経路探索の結果に対応し、規制領域内の道路５
２を走行する自車位置ＣＭから目的地Ｇまでの最適経路５３ａが算出され表示されている
。一方、図５（ｂ）は、ステップＳ１８における経路探索の結果に対応し、規制領域内の
道路５２を回避して自車位置ＣＭから目的地Ｇまでの最適経路５３ｂが算出され表示され
ている。
【００５８】
　なお、規制領域が複数の規制レベル（例えば、規制レベル２から規制レベル４）に分類
され、自車両の規制対応レベルが規制レベルに対応して複数（例えば、規制対応レベル２
から規制対応レベル４）存在するときは、自車両の規制対応レベルと規制領域の規制レベ
ルとを考慮してステップＳ１４の判断を行う。例えば、自車両の規制対応レベルがレベル
４のときは、すべての規制領域内の道路を走行可能であり、自車両の規制対応レベルがレ
ベル３のときは、規制レベル２及び規制レベル３の規制領域内の道路は走行可能であるが
、規制レベル４の規制領域内の道路は走行不可となる。このように規制レベルが複数段階
で設定されているときは、自車両の規制対応レベルと、規制領域の規制レベルとを考慮し
て、自車両が規制領域を走行可能か否かを判定する。
【００５９】
　次のステップＳ１６では、ステップＳ１５又はステップＳ１８で探索された経路（５３
ａ、５３ｂ）に従って、経路案内を行う。
【００６０】
　一方、ステップＳ１３において、目的地が規制領域の内部に位置すると判定されたとき
は、ステップＳ１７において、規制領域内の目的地までの経路探索処理を行う。
【００６１】
　目的地が規制領域の内部に位置するときの経路案内処理について、図６から図１２を参
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照しながら説明する。図６は、制御部１２が行う経路案内処理の一例を示すフローチャー
トであり、図７及び図８は、経路案内の一例を示す図である。
【００６２】
　図６のステップＳ２０において、自車両が規制領域の内部を通行可能か否かを判定する
。図４のステップＳ１２において取得した規制領域通行可否情報を基に判定する。環境ゾ
ーンマークが選択されたとき、自車両が規制領域を通行可能と判定される。一方、環境ゾ
ーンマークが選択されないときは、自車両が規制領域を通行不可能と判定される。
【００６３】
　通行不可のときは、ステップＳ２１に移行して、通行不可であることを示す確認画面を
表示し、通行可のときは、ステップＳ２５に移行する。
【００６４】
　次のステップＳ２２において、規制領域内の経路の表示設定が“Ｏｎ”になっているか
否かを判定する。表示設定が“Ｏｎ”になっているときは、ステップＳ２３に移行し、“
Ｏｎ”になっていないときは、ステップＳ２７に移行する。
【００６５】
　経路の表示設定は、予め図７に示す経路表示設定メニューによって設定される。図７（
ａ）のセッティングメニュー４３から“Ｒｏｕｔｉｎｇ”を選択すると、図７（ｂ）のル
ーティング設定画面７１が表示される。このルーティング設定画面７１の環境ゾーンルー
ティング(Environmental Zone Routing)の「Ｏｎ」ボタン７２ａ又は「Ｏｆｆ」ボタン７
２ｂを選択することにより規制領域内の経路の表示をするか否かを設定する。「Ｏｎ」ボ
タン７２ａが選択されると、規制領域内部の探索結果の経路が表示され、「Ｏｆｆ」ボタ
ン７２ｂが選択されると、規制領域内部の探索結果の経路は表示されない。
【００６６】
　次のステップＳ２３において、規制領域外の誘導経路と異なる態様、例えば、異なる色
で規制領域内の誘導経路を表示する。一方、規制領域内の経路の表示設定が“Ｏｎ”にな
っていないときは、ステップＳ２７において、規制領域内の誘導経路は表示せず通常の地
図表示のままとする。
【００６７】
　図８は、自車両が規制領域内を走行できない場合に表示される画面である。図８（ａ）
は、ステップＳ２１の処理に対応し、目的地が規制領域の内部に存在することを示す確認
画面８１の一例を示している。
【００６８】
　図８（ｂ）及び図８（ｃ）は、規制領域の外部まで経路案内を行うときの経路案内図を
示している。図８（ｂ）は、ステップＳ２３の処理に対応し、規制領域内の誘導経路を規
制領域外の誘導経路と異なる態様で表示した案内図の一例を示している。図８（ｂ）の地
図画面８２ａでは、規制領域内の道路８３を二重線で表示し、規制領域外の道路と区別し
ている。規制領域内の目的地Ｇまで誘導経路が探索され、規制領域の直前までの誘導経路
８４ｂと規制領域内の誘導経路８４ａが異なる態様、例えば色を変えて表示されている。
【００６９】
　また、図８（ｃ）は、ステップＳ２７の処理に対応し、規制領域内の誘導経路は表示さ
れずに、規制領域外部の誘導経路が表示される一例を示している。図８（ｃ）の地図画面
８２ｂも図８２（ｂ）の地図画面８２ａと同様に規制領域内外の道路を区別して表示して
いる。また、規制領域内の目的地Ｇまで誘導経路が探索されるが、規制領域の直前までの
誘導経路８４ｂだけが表示されている。
【００７０】
　次のステップＳ２４において、規制領域の直前までの経路案内を誘導経路に従って行う
。
【００７１】
　一方、ステップＳ２０において自車両が規制領域の内部を通行可能であると判定された
ときは、ステップＳ２５において目的地までの経路探索を行い、ステップＳ２６において
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、探索された誘導経路に従って経路案内を行う。
【００７２】
　次に、図９から図１２を参照しながら、目的地が規制領域内に位置するときの別の経路
案内処理について説明する。図９は制御部１２が行う経路案内処理の一例を示すフローチ
ャートであり、図１０から図１２は、その処理に対応した画面の一例を示している。
【００７３】
　まず、ステップＳ３０において、経路検索条件を取得する。図１０は、検索条件設定メ
ニューを示しており、図１０（ａ）は、セッティングメニュー４３の“Ｒｏｕｔｉｎｇ”
を選択したときに表示されるルーティング設定画面７１である。
【００７４】
　経路計算の条件は、図１０（ａ）に示すルーティング設定画面７１における、ルート計
算設定(Route Calculation Setting)メニューによって指定する。ルート計算設定メニュ
ーの「Ｏｆｆ」ボタン７３ｂを選択すると、計算モード７４のうちの“Ｅｃｏｎｏｍｙ”
、“Ｆａｓｔ”、“Ｅａｓｙ”の各条件における経路探索が行われ、探索の結果、図１１
に示すような選択画面１１１が表示される。一方、ルート計算設定メニューの「Ｏｎ」ボ
タン７３ａを選択すると、計算モード７４のいずれかを選択することにより、図１１に示
すような経路検索結果の選択画面が省略される。例えば、“Ｅｃｏｎｏｍｙ”モードが選
択されると、最もコストのかからない経路が探索され、経路案内が行われる。
【００７５】
　計算モード７４の“Ｍａｎｕａｌ”が選択されると、図１０（ｂ）、（ｃ）に示す検索
条件設定メニュー１０１ａ、１０１ｂが表示される。検索条件設定メニュー１０１ａでは
、利用する公共交通機関選択ボタン１０２、徒歩時間設定ボタン１０３が表示される。公
共交通機関選択ボタン１０２は、電車、バス又はタクシーのいずれかを選択することがで
きる。また、徒歩時間設定ボタン１０３では、徒歩時間が１０分以内、２０分以内、３０
分以内、又は１時間以内のいずれかを選択することができる。
【００７６】
　検索条件設定メニュー１０１ａの画面移動ボタン１０４を操作することにより、検索条
件設定メニュー１０１ｂに移動する。検索条件設定メニュー１０１ｂでは、列車を利用す
るときの駅を指定する駅指定ボタン１０５、列車の路線を指定する路線指定ボタン１０６
が表示されている。駅を指定したり、路線を指定する場合は、さらに駅名や路線名を入力
する画面（不図示）が表示される。
【００７７】
　次のステップＳ３１において、自車両が規制領域の内部を通行可能か否かを判定する。
図４のステップＳ１２において取得した規制領域通行可否情報を基に判定する。環境ゾー
ンマークが選択されたとき、自車両が規制領域を通行可能と判定される。一方、環境ゾー
ンマークが選択されないときは、自車両が規制領域を通行不可能と判定される。
【００７８】
　通行可能と判定されたときは、ステップＳ３６に移行し、通行可能でないと判定された
ときは、ステップＳ３２に移行する。
【００７９】
　次のステップＳ３２において、規制領域の外部に存在する駐車場であって、目的地から
最短距離の駐車場を検索して特定する。駐車場の検索は、周辺施設検索において所定の条
件を設定することにより行う。すなわち、制御部１２において、バッファメモリ１１に読
み出した地図データを参照し、所定の範囲の地図内に存在する駐車場を検索する。
【００８０】
　駐車場の検索の際には、空き状況や駐車台数などの駐車場に関する情報を情報センター
やＶＩＣＳ等から取得し、空きのある駐車場を検索するようにしてもよい。
【００８１】
　次のステップＳ３３において、ステップＳ３２で特定された駐車場から目的地までの徒
歩による経路を探索する。駐車場から目的地までが含まれている地図データにおいて、徒
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歩経路算出のための歩行者用データを用いて探索する。
【００８２】
　経路が複数探索されたときは、そのうちの最短時間で目的地に到達する経路を選択する
。なお、駐車場から目的地までにかかる時間は、人の歩く速さと探索された駐車場から目
的地までの距離を基に算出する。人の歩く速さは、例えば、時速５ｋｍ／ｈとし、適宜設
定可能とする。
【００８３】
　次のステップＳ３４において、駐車場から目的地までに徒歩でかかる時間が、徒歩時間
設定メニュー１０３で設定された所定の時間、例えば２０分以内であるか否かを判定する
。所定の時間以内のときは、ステップＳ３５に移行し、所定の時間を超えるときは、ステ
ップＳ３８に移行する。
【００８４】
　次のステップＳ３５において、徒歩経路を含めて経路案内を行う。なお、目的地まで徒
歩経路が探索された場合には、その経路データを携帯電話等の携帯端末に送信するように
してもよい。これにより、駐車場で車両から降りた後、目的地に迷うことなく到達するこ
とができる。
【００８５】
　一方、ステップＳ３４において、徒歩で目的地までにかかる時間が所定の時間を超える
と判定されたときに移行するステップＳ３８では、公共交通機関の料金や時刻表等のデー
タを取得する。すなわち、目的地まで徒歩で行くには時間がかかるときは、規制領域内の
目的地まで、利用公共交通機関設定メニュー１０２で設定された移動手段を利用する。そ
のときにかかる費用や時刻表のデータを、予め記憶部１７に格納されていたデータから抽
出する。また、通信機５を介して、情報センタに接続し、時刻表等のデータを取得するよ
うにしてもよい。
【００８６】
　次のステップＳ３９において、所定条件毎の最適経路を算出する。経路探索において、
道路データは交差点等をノードとし、ノード間をリンクとしたデータ構造を用いて探索を
行うが、電車路線についても道路データと同様なデータ構造として探索する。例えば、駅
をノードとし、駅と駅の間をリンクとするデータ構造とする。そして、列車の運行時刻の
データを基に、乗換があるときは接続可能な電車を選択し、目的地の最寄りの駅までの経
路を探索する。
【００８７】
　この経路探索では、利用する電車路線の駅から近い駐車場の検索、及び駐車場から駅ま
での徒歩経路の探索を行う。なお、駅に関する情報として駅に駐車場が設置されているか
否かの情報を持たせ、駐車場が設置されている場合にはその駐車場を利用するように案内
してもよい。
【００８８】
　次のステップＳ４０において、最適経路の選択画面を作成して表示する。図１１は、選
択画面の一例を示した図である。図１１には、料金が最も安い経路(Economy Route)、最
も早く目的地に到達する経路(Fast Route)、及び乗換の回数が少ないなど最も簡単な経路
(Easy Route)の３つの経路が表示されている。制御部１２は、このうちのいずれか選択さ
れた経路を誘導経路記憶部１５に格納する。図１１では、料金が最も安い経路が選択され
た状態を示している。
【００８９】
　次のステップＳ４１において、選択画面１１１から指定された経路による経路案内を行
う。制御部１２は、誘導経路記憶部１５に格納された経路に従って経路案内を行う。なお
、ルート計算設定メニューにおいて「Ｏｎ」ボタン７３ａが選択され、計算モード７４が
選択されたときは、選択画面１１１は表示されず、算出された経路に従って経路案内を行
う。
【００９０】
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　図１２は、図１０の検索条件設定メニューに基づいて検索された経路を表示した経路案
内図の一例を示している。図１２（ａ）は、ステップＳ３５に対応し、規制領域の外部の
駐車場から規制領域の内部の目的地まで徒歩で移動可能なときの経路案内図を示している
。
【００９１】
　図１２（ａ）の地図画面１２１では、規制領域内の道路１２２を二重線で表示し、規制
領域外の道路と区別している。また、目的地Ｇから最短距離にある規制領域外の駐車場Ｐ
２２までの誘導経路１２３ａが表示されるとともに、駐車場Ｐ２２から目的地Ｇまでの徒
歩経路１２３ｂが誘導経路１２３ａと異なる態様で表示されている。
【００９２】
　図１２（ｂ）は、ステップＳ４１に対応し、公共交通機関として列車を利用するときの
経路案内図を示している。図１２（ｂ）の地図画面１２５も、図１２（ａ）の地図画面１
２１と同様に、規制領域内の道路１２６を規制領域外の道路と区別して二重線で表示して
いる。
【００９３】
　また、図１２（ｂ）は、規制領域内の目的地Ｇまで電車を利用する場合の経路が表示さ
れている。電車を利用するときの駅Ｓ１に近い駐車場Ｐ２３が検索され、その駐車場Ｐ２
３までの誘導経路１２７ａと駐車場Ｐ２３から駅Ｓ１までの徒歩経路１２７ｂが異なる態
様で表示されている。さらに、駅Ｓ１から駅Ｓ２を経由して目的地Ｇの最寄りの駅Ｓ３ま
での電車の経路が車両及び徒歩経路と異なる態様で表示されている。そして、駅Ｓ３から
目的地Ｇまでの徒歩経路１２７ｄが徒歩経路１２７ｂと同様の態様で表示されている。
【００９４】
　一方、ステップＳ３１において、自車両が規制領域の内部を通行可であると判定された
ときは、ステップＳ３６において、経路探索を行い、ステップＳ３７において、探索され
た誘導経路に従って経路案内を行う。
【００９５】
　以上説明したように、本実施形態の車載用ナビゲーション装置及び経路案内方法によれ
ば、自車両が「環境ゾーン」等の規制領域内を走行不可のときに、目的地が規制領域の内
部に位置するか外部に位置するかに応じた経路探索を行うようにしている。例えば、目的
地が規制領域の外部に位置するときは、規制領域内の走行を回避するように経路探索を行
い、目的地が規制領域内に位置するときには、規制領域内の車両走行による経路案内は行
わず、その代わりに徒歩や公共交通機関を利用した経路案内を行うようにしている。
【００９６】
　これにより、自車両が規制領域を通行不可の車両のときに誤って規制領域内に進入する
ことを防止できるとともに、目的地が規制領域の内部又は外部のいずれに位置する場合で
あっても適切に目的地までのルート案内を行うことが可能となる。
【符号の説明】
【００９７】
１００…車載用ナビゲーション装置、
１ａ…ＤＶＤ－ＲＯＭ、
２…操作部、
３…ＧＰＳ受信機、
４…自立航法センサ、
７…表示部、
１０…ナビゲーション装置本体、
１１…バッファメモリ、
１２…制御部、
１５…誘導経路記憶部、
１６…誘導経路描画部、
１７…記憶部、
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２６、２７…環境ゾーン標識、
５１、８２、１２１、１２５…地図画面、
５２、８３、１２２、１２６…環境ゾーン内道路、
８１…確認画面、
８４ａ…誘導経路（環境ゾーン内）
８４ｂ、１２３ａ、１２７ａ…誘導経路（環境ゾーン外）、
７１…ルーティング設定画面、
１０１ａ、１０１ｂ…検索条件設定メニュー、
１１１…経路選択画面、
１２３ｂ、１２７ｂ、１２７ｄ…徒歩経路。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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